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名古屋市医師会協同組合　 福祉共済部
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はじ めに

　 いつも 、 ご利用頂き 誠にあり がと う ございます。 また、 新たに名古屋市医師会および名古

屋市医師会協同組合にご加入を 頂き 、重ねてお礼申し 上げます。 既加入の会員の先生方には、

長き に渡り 名古屋市医師会協同組合を ご支援賜り 深く 感謝申し 上げます。

2020 年４ 月１ 日より 、 名古屋市医師会協同組合福祉共済部と 名医株式会社保険事業部と の

協業体制を構築し 強化し て参り まし た。 新たな体制で、 先生方のご要望にお応えし ていく 所

存でございますので、 ご高承の上、 ご指導ご鞭撻く ださ いますよう お願い致し ます。

こ の度は、福利厚生制度の一環と し ての「 保険商品総合案内」 を 作成さ せていただき まし た。

　 ぜひ、 ご覧いただき 、 医業経営のお役に立てれば幸いです。
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名古屋市医師会　 会長　 ごあいさ つ

　 名古屋市医師会会員の皆様、 日頃から 医師会活動にご理解ご協

力を 賜り 厚く お礼申し 上げます。

　 名古屋市医師会では取扱でき ない福利厚生関連を 、 名古屋市医

師会協同組合が、 長き に渡り 医師会員の皆様へご提供し ており ま

す。 その上で医師会と は表裏一体の存在と し てご尽力いただいて

おり ます。

　 会員の皆様におかれまし ては、 組合へのご賛同の程、 何卒よろ

し く お願い申し 上げます。

名医株式会社　 　 　 　 代表取締役

一般社団法人　 名古屋市医師会　 会長　

　 日々地域医療に貢献さ れている組合員の先生方には、 名古屋市医師会

協同組合及び名医 ( 株 ) にご厚情を 賜り 改めて御礼申し 上げます。

　 福祉共済部では、 団体定期保険始め各種生命保険、 先生方の退職金制

度と し て小規模企業共済を 、 また従業員の退職金制度と し て愛医退職金

共済を 扱っ ており 、 今後も 新たな取り 組みを 積極的に行っ ていき ます。 

　 保険事業部では、 自動車、 火災保険を 始め、 所得補償保険、 医師賠償

責任保険、医療機関サイ バー保険、各種生命保険等の販売を し ており ます。

　 名古屋市医師会協同組合は、 組合員の先生方のための組合であるこ と

を 肝に銘じ 、 少し でも お役に立てるよう 役職員一同常に意識改革を 念頭

に一丸と なり 努力するつも り でございます。 今後と も より 一層のご指導、

ご鞭撻く ださ いますよう 、 よろ し く お願い申し 上げます。

名古屋市医師会協同組合　 理事長

名古屋市医師会協同組合　 理事長
ごあいさ つ

名医株式会社　 　 　 　 代表取締役
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２億円

医師会協同組合の生命共済制度
もっと寄り添う。ずっと役立つ。

団体定期保険

【 死亡】 と【 高度障害】 に備える！

「保障をシンプル」 に　大きく備える

最高２億円
＋

の保障

保障のカ タ チ
◉  ご契約例　 ３ ０ 歳： 男性： 保険料払込期間８ ０ 歳： 保険金額２ 億円

死亡・ 高度障害

保障： ２ 億円 ～１ 億 9,000 万円

段階的に保障を減額

保険期間＝保険料払込期間

責任開始日（ ３ ０ 歳） 自動減額（ ６ １ 歳～） 満期（ ８ ０ 歳）

業務上・ 業務外問わず、【 万が一】 に備えるこ と ができ る保険です。

先生・ 配偶者・ お子様・ そし て、 従業員の福利厚生と し てご活用いただけ、 安心し て医業に専念し てい

ただけます。

保険のポイ ント

こ こ がおススメ

◇シンプル保障でお手軽な保険料！

◇大き な保障なのに医師の診査不要！

◇保険料は全額損金または生命保険料控除の対象！

◇剰余金があれば配当金と し て還元！
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￥保険料表

男性

女性

！ ※大型グループ生命共済をベースに UFO グループ保険と プラ スグループ生命共済を上乗せし て試算
　 し てます。
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貯

蓄

型

保

障

経営者と 従業員のための年金保険経経経経経営営営営営者者と 従従従業業業員員員のののたたたたためめめの年年金金金金金保保保険険険

ド ク タ ー ズ コ ー プ P & P

老 後 の 資 産 不 足 に 備 え る ♫

①支払っ た保険料が貯蓄さ れます

②長期間少ない資金で効率的に積み立てが出来ます

③受け取り 方法が選べます

年金試算

【 ４ ０ 歳から ７ ０ 歳までコ ツコ ツ積み立て、 ７ ０ 歳から ８ ５ 歳まで年金受け取り し た場合】

月々１ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円積立　 　 ト ータ ルで払っ た保険料

３ ６ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

受け取るお金

５ ９ ， ８ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円

１ ５ 年確定年金で受け取り （ 月々 332,500 円 ×１ ２ ヶ 月 ×１ ５ 年間）

※解約・ 満期時に積立比例手数料は発生し ません！

＋1,185　 万円

がっ ちり 増える♫

返戻率

１ ２ ４ ． ４ ６ %

節税ポイ ント

拠 出 型 企 業 年 金 保 険

節税効果試算

概算でどれく ら い節約ができ るか？

制度のポイ ント

⑮の欄が 12 万円以下なら

　 　 　 　 節約ができ るかも
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運用期間： ４ ０ 年

月額掛金： １ ０ 万円（ 税適 1 万円＋一般 9 万円）

一時払掛金： なし

受け取り 時： １ ５ 年確定年金

※生命保険料控除（ 一般生命保険料控除＋個人年金保険料控除） 控除額10 万円に対する所得税と 住民

　 税の節税効果を試算し ています。ご自身の所得税率と 節税額について試算し ています。住民税は一律に

　 控除額の１０ % で計算し ています。年収と 所得税率については、国税庁の所得税の税率をご確認く ださ い。

　 あく までも、概算で計算をし ており、正確性、確実性を保障するものではありません。参考値とし てご利

　 用く ださ い。運用のご検討のお客様は必ずパンフレット をご確認く ださい。

払込掛金累計

払込掛金累計

積立金

積立金

３０ 歳 ７０ 歳

積立イメ ージ

払込掛金累計
4,800 万円

１５ 年間
年金受取総額
　 　 5,985 万円

運用益

＋1，185 万円

オススメ 設計

運用期間： ３ ５ 年

月額掛金： ２ 万円（ 税適 1 万円＋一般１ 万円）

一時払掛金： ２ ０ ０ 万円

受け取り 時： １ ５ 年確定年金

３ ５ 歳 ７ ０ 歳

１５ 年間
年金受取総額
　 　 約1,383万円

払込掛金累計

　 1,040 万円

運用益

＋３４３ 万円

よく あるご質問

Q　 保険なのになぜお金が増えるのか？

A　 積立型の保険商品のためです。

Q　 何円から 始めら れるのか？

A　 一口1 万円から で、 上限はあり ません

Q　 払出に制約はあるか？

A　 特段制約はあり ません。

Q　 協同組合が運用し ているか？

A　 保険会社４ 社にて運用し ています。

Q　 予定利率はどれく ら い？

A　 令和３ 年４ 月現在１ ．２ ５ ％です。

Q　 個人年金保険料控除の対象ですか？

A　 税制適格コ ースは、 対象です。 一般

　 　 コ ースは、 一般生命保険料控除の対象

　 　 です。

Q　 法人での加入はできるか？

A　 法人名義での加入はできません。

Q　 何歳から 契約できるか？

A　 １ ５ 歳以上からご契約できます。

Q　 何歳まで契約できるか？

A　 ７ ０ 歳までご契約いただけます。

ご留意し ていただきたいこと

8



国 の 機 関 が 運 営 す る 個 人 事 業 主 の 退 職 金 共 済 制 度

節 税 し て ゆ と り あ る 老 後 に 備 え る ♫

国 の 機 関 が 運 営 す る 個 人 事 業 主 の 退

小規模企業共済

貯

蓄

型

保

障

経営者と 共同経営者のための退職金共済

◇制度のポイ ント ◇

掛金は全額所得控除！

最大年間８ ４ 万円の所得控除！

◇制度のポイ ント ◇◇

掛金は全額所得控除！

３ ０ 年間かけた場合

なんと ２ ， ５ ２ ０ 万円も 所得控除！

個人事業主１ 人につき

共同経営者２ 人まで加入可能！！

配偶者と 共同経営し ている場合

世帯合計で最大年間 168 万円も 所得控除！

３ ０ 年間かけた場合

なんと ５ ， ０ ４ ０ 万円も 所得控除！

◇給付額表◇　 　 月額掛金【 70,000 円】 の場合◇給付額表◇　 　 月額掛金【 70,000 円】 の場合

◇節税額試算表◇　 　 掛金の全額所得控除による◇節税額試算表◇　 　 掛金の全額所得控除による

◇節税でき るかチェ ッ ク ◇　
障

◇節税でき るかチェ ッ ク ◇　

□　 常時雇用者が（ アルバイ ト ・ パート などは除く ） ５ 名以下ですか？

□　 退職金を貯めて、 できれば、 節税し たいですか？

□　 確定申告書の小規模企業共済掛金等控除蘭が空白ですか？

□　 すべてチェ ッ ク が埋まっ ていれば退職金の準備と 節税ができます♫
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従業員のための退職金積立

愛知県医療機関特定退職金共済

こ の制度は、医療機関で働く 従業員の退職金を準備するこ と ができ ます

医療機関のための医療機関限定の退職金準備共済制度です。
・ ・

◇掛金は事業主負担で全額損金（ 又は必要経費）と なり 、大き な節税効果があり ます。

◇従業員 1 人につき年間最大 360,000 円（ 全額損金又は必要経費）ご準備いただけます。

◇従業員毎に退職金を計画的に準備するこ と ができ 、急な退職に伴う 収益悪化を回避するこ と ができます。

◇本制度ご加入により 、退職金の外部積立による保全措置を講ずるこ と になり ます。

加入のメリット

【 加入資格】　 　 ※従業員のみ（ パート ・ アルバイ ト 含む）

　 　 　 　 　 　 　 ※使用人兼務役員

【 退職一時金】　 ※直接従業員へお振込

【 留意事項】

【 掛金】　 　 　 　 ※従業員ひと り につき

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １ 口（ 1,000 円）～３ ０ 口（ 30,000 円）まで

※口数・ 加入時期など貴医院の退職金支給規定に定める

　 金額を超えない（ オーバーし ない）よう に注意が必要

　 です。

※過去の勤務期間の通算は不可です。

※退職給付金・ 遺族給付金のいずれかを従業員ご本人ま

　 たはご遺族に直接給付と なり 、いかなる場合も 事業主

　 には給付し ません。

※国の制度（ 中小企業退職金共済制度）と の重複加入は

　 可能です。

貯

蓄

型

保

障
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団体扱制度

団 体 扱 い
月々の保険料が安く なる！？団体扱いで

保障・ 契約内容の変更は “一切不要”

上 記 保 険 会 社 の ご 契 約 が あ れ ば 安 く な る か も ！ ？

保 険 料 が 安 く な る 仕 組 み

■ 通 常 の 保 険 料 納 付 の 場 合

先 生 と ご 家 族

直 接 保 険 会 社 へ 保 険 料 を 納 付

保 険 会 社

先生方の保険料を 医師協が保険会社に一括納付

保険会社の保険料の引落と し コ スト と 事務コ スト を 削減

　 　 　 　 　 　 　 　 結果！保険料を 割引♫

♢ 団体扱い事例♢
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【 取扱代理店】

名医株式会社
　 　（ 名古屋市医師会協同組合指定代理店）
　 　 　 〒461-0004 名古屋市東区葵1-18-14
　 　 　 TEL:052-933-1620 FAX:052-933-1728
　 　 　 https://w w w .nag oya-ikyou.or.jp /m eii/
　 　（ 上記取扱代理店HPから お申込みいただけます。） （ 上記公式HPからお問い合わせいただけます。）
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オンライン保険相談 

 

【取扱い保険】 

生命保険・がん保険・医療保険・介護保険・所得補償保険・年金保険 

火災保険・自動車保険・ゴルファー保険・旅行保険・団体扱い保険 など 

 

協同組合員様限定（お気軽にお申込みください♪） 

名古屋市医師会協同組合 福祉共済部 

名 医 株 式 会 社  保 険 事 業 部 

E-mail : meii.hoken@nagoya-ikyou.or.jp （右記 QR コードよりメール読み取り可能） 

 

今の保険をもっと経理上有利にしたい 
 
費用対効果のある商品と比べてみたい 
 
 

初めての 
保険選び 

保険の 
見直し 

加入中の
保険分析 

納得できるまで 

何度でも無料で 

相談できます！ 

予算に合わせて 

最適な商品を 

ご案内・紹介 

ご希望に沿う保険商品をご案内します！ ！ 
ご対応時間：月曜から金曜 AM9:00～PM5:00  

担当 冨田・黒田 

☎TEL ： 052-933-1620 （お電話でも受け付けております） 

お申込み先 

たとえば…（退職金準備・休業補償・事業継承準備など） 
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